


















































































【別添4】 

提案書 
1.企業の代表責任者及び未利用国有地管理等業務担当者【入札参加グループの場合は、

入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表責任者及び未利用国有地管理

等業務担当者】（A4：1枚） 

(1) 企業の代表責任者 

(2) 未利用国有地管理等業務担当者 

【入札参加グループの場合】 

(1) 入札参加グループの一覧 

(2) グループ代表企業 

(3) グループ企業の代表責任者 

(4) 未利用国有地管理等業務担当者 

 

 

 

2.未利用国有地管理等業務実施の考え方【安定した業務を実施するための基本的な方

針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記載すること。】（A4：1枚

～2枚） 

(1) 未利用国有地管理等業務に対する社内（グループ内）の位置付け 

(2) 未利用国有地管理等業務に対する取り組み姿勢 

(3) 未利用国有地管理等業務の実施全般に対する質の確保についての考え方 

 

 

 

3.業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法【本実施要項で示す業務毎に実施体制及び

業務全体の管理方法等を具体的に記載すること。グループで実施する場合は、業務全体

の管理方法に加え、グループにおける実施体制及び管理体制を記載すること。】（A4：

1枚～2枚） 

(1) 組織体制 

① 業務遂行上の経費管理体制 

② 指揮命令系統の確立及び明確化 

③ 緊急時（未利用国有地管理等業務の実施にあたり想定していた通りの業務実施

が困難となる未知の事故・事象が生じた場合）の対応や連絡体制の明確化 

(2) 従業者 

① 業務遂行可能人員の確保 

② 繁忙期等における人員及び体制の確保 



4.未利用国有地管理等業務の実施全般に対する質の確保に関する提案【以下の項目につ

いて、各A4サイズ2枚以内で具体的かつ簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、業務

毎に提案書を作成することができる。】 

 

【業務実施方針】 

(1) 仕様書記載内容に係る実施方針 

(2) 業務実施方針に係る改善提案 

・ 仕様書記載内容に係る改善提案 

・ 行政目的達成のための効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

【業務処理方法】 

(1) 業務毎の処理手法 

(2) 事務所の設置 

(3) 業務処理方法に係る改善提案 

・ 業務の効率性を高める効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 国民に対するサービスを増大させるための改善提案 

・ 国側の業務を簡素合理化するための改善提案 

【業務処理計画】 

(1) 日程等の実現性 

(2) 遠隔地所在財産の処理 

(3) 業務処理計画に係る改善提案 

・ 効率的な実施に向けた作業計画等の改善提案 

・ 計画達成に向けた日程管理等の改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 処理期間短縮のための改善提案 

 

 

 

5.改善提案総括表（A4：1枚～2枚） 

従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を

整理すること。なお、改善提案のない業務項目については、財務局等が提示する最低水

準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 



6.各業務の従来の実施方法に対する改善提案 

提案を行う各業務の1項目についてA4サイズ1枚以内とする。 

１． 改善提案を行う業務及び項目 

２． 改善提案の趣旨 

３． 改善提案の内容 

４． 最低水準の確保に対する説明 

 

 

 

 

 



 
 

 

入札参加資格 

 

仕様書で定める対象業務に応じて、次の①～⑪の資格を有する者であること。 

   ① 「物件調書作成業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資

格「土地家屋調査」の「Ｃ」の等級に格付けされている者、又は平成 25・26・27

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の営業品目「調査・

研究」、「その他」で「Ｄ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する

者であるとともに、宅地建物取引主任者（宅地建物取引業法第 18 条）の資格者を

有する者であること。 

②「測量業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格「土地家

屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であるとともに、土地家

屋調査士法（昭和 25 年法律第 228号）第 68条等の規定に違背することなく、同条

第 3条第 1項第 1号から 6号に定める業務を履行できる者であること。 

③「巡回業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格「造園工

事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」の

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・26・27

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

④「草刈・保守業務」を行う者は、平成 25・26年度財務省中国地区競争参加資格「造

園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」

の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・26・27

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

⑤「柵設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格「造園

工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」

の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・26・27

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

⑥「看板作成設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格

「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式

工事」の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・

26・27年度財務省競争参加資格（全省庁統一）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

⑦「樹木伐採業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格「造

園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」

の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・26・27
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年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

⑧「巣撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資格「造園

工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」

の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・26・27

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者である

こと。 

⑨「建物開口部閉鎖業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省中国地区競争参加資

格「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一

式工事」の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者で、かつ、平成 25・

26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「建物管理等各種保守管理」の

「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者

であること。 

⑩「入札案内書配布業務」を行う者は、平成 25・26・27年度財務省競争参加資格（全

省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、

中国地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑪「不動産表示登記等業務」を行う者は、平成 25・26・27 年度財務省競争参加資格

（全省庁統一資格）「役務の提供等」の営業品目が「調査・研究」又は「その他」

に登録があるものであって、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、

中国地域の競争参加資格を有する者であること。 
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未利用国有地管理等業務を実施する者を決定するための評価の基準 

 

総合評価基準 

未利用国有地管理等業務の落札者を決定するための評価は、提出された提案書の内容

が、業務の目的に沿った実行可能なものであるか(必須評価項目)、また、効果的なもの

であるか(加点評価項目)について、以下により評価を行う。 

 

【必須評価項目】 

入札参加者が、提案書に記載した内容が、必須項目を満たしていることを確認す

る。全て満たした場合は基礎点を付与し、1つでも満たしていない場合は失格とす

る。 

 

【加点評価項目】 

必須評価項目で合格した入札参加者に対して、提出された提案書を基に、加点評

価項目について審査を行う。提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実

施が期待できるかという観点から、基本的には各業務の当期の仕様書類で示す実施

方法と提案内容との比較を行い、得点を与える。なお、評価に当たっては評価基準

により0点から5点を付与することとし、得点については、各評価者の付与した評価

点の算術平均の値とする。 

 

【採点方式】 

   得点配分は100点とする。 

①基礎点は35点とする。 

②加点の合計は65点を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価項目 
得点 

区分 
評価内容 得点 

 実施体制 30 

  

組織体制 

基礎点 

業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。 5 

25 

業務を行う上で、経費管理体制が適切に構築されているか。 5 

指揮命令系統が確立しているか。また、それは明確である

か。（グループで参加する場合、グループ内の連携が可能

な体制であるか） 

5 

加点 

繁忙期等における円滑な事業遂行のための人員、体制の確

保がなされているか。 
5 

緊急時の対応や連絡体制は明確で効果的なものか。 5 

業務従事者 基礎点 関係法令、通達等を理解しているか。（ヒアリング項目） 5 5 

業務の実施方針等 70 

 

業務内容の妥

当性・独創性 

基礎点 仕様書記載の内容についてすべて提案されているか。 5 

20 

 加点 

仕様書に示した内容について独自の提案がなされている

か。 
5 

行政目的を達成するために、効果的な業務内容の提案等が

なされているか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理方法の妥

当性・独創性 

基礎点 
業務項目、手法が明確、適切であるか（事務フロー図等を

活用すること）。 
5 

25 

 
加点 

手法に業務の効率性を高めるための工夫、提案が見られる

か。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

国民に対するサービスを増大させるための工夫、提案が見

られるか。 
5 

当該事務の執行に関し、国側の業務を簡素合理化するため

の工夫、提案が見られるか。 

5 

 

業務処理計画

の妥当性・効

率性 

基礎点 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 5 

25 

 加点 

効率的に実施するため、作業計画等の工夫、提案が見られ

るか。 
5 

計画達成のため、日程管理等について、工夫、提案が見ら

れるか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理期間の短縮のための工夫、提案が見られるか。 5 

合計  基礎点 35 
100 

 加点 65 

 



【別添7】
従来の実施状況に関する情報の開示

　 平成22年度 平成23年度 平成24年度

常勤職員  -  -  -
非常勤職員  -  -  -

 -  -  -
委託費定額部分 25,225 27,532 55,630
成果報酬等  -  -  -
旅費その他  -  -  -

25,225 27,532 55,630
 -  -  -
 -  -  -
 -  -  -

25,225 27,532 55,630

1.　減価償却費、退職給付費要及び間接部門費は該当ありません。

4.　外部委託により事務・事業を実施している場合における成果報酬等の支払条件
　　国の検査職員による検査合格を受けることが支払い条件となっています。

（中国財務局管内(広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県)）

1　従来の実施に要した経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(a)＋(b)
間接部門費

物件費

人件費

委託費等

参考値(b)
減価償却費
退職給付費用

計(a)

2.　委託費の詳細は年度別実績表のとおり。

3.　未利用国有地の管理件数は、物納引き受け等により増加、売却等により減少します。
　　また、未利用国有地の状況により必要なもののみ実施することから、年度により各業務の発注数量、
　委託費は変動します。

（注意事項）



年度別実績表

（中国財務局管内(広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県)）

業務内容 単位 件数等 委託費 件数等 委託費 件数等 委託費

国有財産の調査に関する業務

物件調書作成等 件

国有財産の維持・管理に関する業務

巡回・管理 物件外 2,425 8,052,368 2,594 9,935,961 2,431 9,806,559

草刈・保守等 m2 374,290 7,860,051 338,696 7,112,552 479,481 12,082,853

ｍ 654 3,035,209 587 1,847,821 586 2,460,612

箇所 77 242,550

看板作成設置等 件外 135 1,407,862 101 857,325 196 1,714,650

樹木伐採等 本 1,542 1,386,420

測量 点外 6,231 26,163,403

投棄物撤去 m3外

巣撤去 箇所

流出土砂撤去等 m3外

開口部閉鎖 箇所

箇所 1,210 2,159,850

件 19 481,992

m2 8 168,000 8,138 6,349,092

ライフライン調査 m2外

土壌汚染調査等 件

アスベスト調査 件

一般競争入札の補助に関する業務

案内書配布照会対応 日

入札物件選定補助 件外 573 2,542,483 352 947,730 462 1,773,450

合　計 25,225,823 27,532,473 55,630,497

22年度 23年度 24年度

埋設物調査

柵設置等



　 22年度 23年度 24年度

常勤職員

非常勤職員

外部委託先の従事者 25 25 25

2　従来の実施に要した人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（注）
1.　外部委託先の従事者数については、該当する業務を受託した者の、入札参加資格申請時の登録
従業員数であり、これら全ての人員が従事しているわけではありません。

実施要項【別添5】で定める資格を有する者であることが必要です。

特になし。

（注意事項）

（中国財務局管内(広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県)）

（業務の繁閑の状況とその対応）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

特になし。



なし

　①　管理等業務の処理期間内の処理率　：　100%

　　　　

　②　各種情報等の適正な管理等　：　外部等への情報漏洩は発生していない

4　従来の実施における目的の達成の程度

3　従来の実施に要した施設及び設備　　　　　　　　　

○　その他、国が民間事業者に提供し使用させていた施設、設備及び主要な物品はありません。

（注意事項）

○　国から国有財産総合情報管理システム（ソフトウェア）を外部電磁的記録媒体により配付。



従来の実施方法

　1.　従来の仕様書が必要な場合は、入札関係書類備付場所において配付する。

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）

　1.　物件調書は財産を処分する際に、民間における重要事項説明書に代わるものとして一般に

　　公開されるため、厳正な記載をする必要がある。

　2.　物件調書の作成は、年間処分計画に多大な影響があるため、期限は厳守する。

（注意事項）

　1.　公務員に代位して作業を行うため、身分証明書を発行しており、その取り扱いは十分に気を

　　付けること。

　2.　業務委託に関して国から提供する情報については、情報の機密保持義務がある。

　3.　談合等の不正行為には厳重な罰則規定がある。

5　従来の実施方法等　　　　　　　

（注）図中の「業務Ⅰ」はグループ代表者が実施する業務、「業務Ⅱ」はグループ構成者が実施する業務。 
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